
自動車運転管理業務請負契約仕様書

１．請負の内容

（１）請負業務の範囲

① 車両の運行計画の企画立案

② 車両の運転及び日常点検・整備・清掃

③ 事故処理に関する事項

④ 自動車保険（任意保険）に関する事項

⑤ その他上記に付随する事項（道路交通情報の収集等を含む）

（２）請負車両

請負車両（以下「車両」という。）は、次の車両とする。

車 種 名 年式 登 録 番 号 型式 備 考

トヨタ MIRAI H27 名古屋345さ2005 ZBA-JPD10 燃料電池車 （普通乗用）

ニッサン セレナ R7 名古屋338や2025 6AA-GFC28 ハイブリット車（普通乗用）

なお、車両が法定点検等で使用できない場合は、別に中部運輸局の指定する

車両（以下「代替車両」という。）をもって行うものとする。

（３）請負期間等

請負期間は、令和７年４月１日から令和８年３月３１日までとし、次に掲げ

る日は除くものとする。

① 日曜日及び土曜日

② 国民の祝日に関する法律に規定する休日

③ １２月２９日から１月３日までの日

勤務時間は、午前７時３０分から午後６時３０分までの指定する連続した９

時間（うち１時間を休憩時間とする。）とする。

ただし、公務の都合上必要があると認めたときは、上記請負期間及び勤務時

間以外に勤務をさせる場合がある。

（４）管理要領等

① 管理要領

(ｱ) 請負者は、別紙管理要領書に基づき、車両及び代替車両（以下「請

負車両等」という。）を管理する。

(ｲ) 請負者は、前項の請負業務を行うため、車両管理責任者及び車両管

理員を定め、その者の名簿及び「請負契約の履行にあたって、業務上

知り得た相互の機密事項を漏らし、または他の目的に使用してはなら

ない」旨誓約する書面を中部運輸局総務部総務課長（以下「総務課長」

という。）に提出し、車両管理員を総務課に専従させる。

(ｳ) 車両管理責任者は、請負業務を総合的に担当し、業務に関し文書の

指示又は連絡を受け、車両管理員の指揮監督にあたり、業務を指示す

る。

(ｴ) 車両管理責任者は、車両管理員に、請負車両等により中部運輸局職

員等を乗車させ目的地までの運行、また、請負車両等を適正な状態に


































